
クローズアップ！クローズアップ！クローズアップ！

福祉

C L O S E  U
P

C L O S E  U
P

家
計
や
就
労
、
家
庭
や
子
育
て
等
の
困

り
ご
と
に
つ
い
て
、
お
ひ
と
り
で
悩
ま
ず
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
相
談
窓
口

●
福
祉
事
務
所　

☎
５
７-

８
５
０
９

●
人
権
課　

☎
５
７-

８
５
０
７

（
赤
岡
・
吉
川
市
民
館
の
窓
口
を
含
む
）

●
商
工
観
光
課　

☎
５
０-

３
０
１
３

（
香
南
市
消
費
生
活
相
談
窓
口
）

●
健
康
対
策
課　

☎
５
０-

３
０
１
１

●
市
民
保
険
課　

☎
５
７-

８
５
０
６

●
生
活
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
こ
う
な
ん

☎
５
０-

６
６
６
６

■
配
布
対
象
者

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
お
困
り
の
香
南

市
在
住
の
方

■
配
布
期
間

令
和
３
年
10
月
20
日(

水)

〜
令
和
４
年

３
月
末
（
な
く
な
り
次
第
終
了
）

■
配
布
物
品

生
理
用
ナ
プ
キ
ン

女
性
の
活
躍
支
援
と
し
て

生
理
用
品
の
無
料
配
布
を
行
い
ま
す

■
配
布
場
所

香
南
市
で
は
、女
性
の
悩
み
や
困
り
ご
と
の
相
談
受
け

付
け
、支
援
機
関
の
紹
介
を
行
っ
て
い
ま
す
。希
望
の
方
に

は
生
理
用
品
を
期
間
中
に
無
料
配
布
し
ま
す
。

問
人
権
課　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎
５
７
ー

８
５
０
７

福
祉
事
務
所　

☎
５
７
ー

８
５
０
９

後
期
高
齢
者
医
療
の
歯
科
健
診
を

受
け
ま
し
ょ
う

　高齢者

後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
を
対
象
に
、歯
科
健
診

を
実
施
し
ま
す
。

■
健
診
実
施
期
間
・
費
用

10
月
１
日
〜
２
月
28
日（
５
カ
月
間
）

※

実
施
期
間
内
に
１
回
の
み
無
料
。治
療
が

必
要
な
場
合
の
治
療
費
は
自
己
負
担
と
な

り
ま
す

■
持
ち
物

健
康
保
険
証
・
受
診
券
・
問
診
票

入
れ
歯
・
お
薬
手
帳
な
ど

■
健
診
項
目

①
歯
の
状
態
②
咬
合
の
状
態
（
か
み
合

わ
せ
な
ど
）
③
咀
嚼
機
能
④
舌
・
口
唇

機
能
⑤
嚥
下
機
能
⑥
口
腔
乾
燥
⑦
粘

膜
の
異
常
⑧
口
腔
衛
生
状
況
⑨
歯
周

組
織
の
状
況
⑩
問
診

歯
・
歯
肉
の
状
態
や
口
腔
内
の
衛
生
状

態
等
の
チ
ェ
ッ
ク
は
、
口
腔
機
能
の
維
持
・

向
上
、
全
身
疾
患
の
予
防
等
に
つ
な
が
り
ま

す
。
皆
さ
ま
の
お
口
の
健
康
状
態
を
知
る
良

い
機
会
で
す
の
で
、
後
期
高
齢
者
の
特
性
に

合
わ
せ
た
歯
科
健
診
を
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

■
対
象

後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
方

※

長
期
入
院
中
の
方
、
施
設
等
へ
の
入
所

者
は
対
象
外
と
な
り
ま
す

①
前
年
度
に
75
歳
に
な
ら
れ
た
方(

昭
和

20
年
４
月
１
日
〜
昭
和
21
年
３
月
31
日

生
ま
れ
の
方)

と
前
年
度
に
後
期
高
齢
者

医
療
の
歯
科
健
診
を
受
診
し
た
方
に
は
、

受
診
券
を
事
前
発
送
し
ま
す
。

②

①
以
外
の
方
は
、
お
住
ま
い
の
市
町

村
や
広
域
連
合
に
申
し
込
み
す
る
こ
と

で
受
診
券
が
発
行
さ
れ
、健
診
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
実
施
機
関

受
診
券
に
同
封
の
実
施
機
関
一
覧
表
に

記
載
さ
れ
て
い
る
登
録
歯
科
医
院

※

受
診
券
発
送
前
の
実
施
機
関
の
確
認
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
市
民
保
険
課　

☎
５
７-

８
５
０
６

福祉事務所

香我美支所
（香南市香我美総合
保健福祉センター内）

夜須支所
（香南市夜須公民館内）

赤岡市民館

吉川市民館

配布施設名 住所・連絡先 配布時間等

野市町西野2706番地
(市役所２階）　☎57-8509

香我美町下分646番地
☎55-2111

夜須町坪井219番地
☎55-3141

香南市赤岡町３２５番地１
☎55-3600

吉川町吉原287番地１
☎54-4218

8：30～17：15
日・祝日・年末年始

（12/29～1/3）は閉庁

8：30～17：15
土・日・祝日・年末年始
（12/29～1/3）は閉館

健診当日に受診した

歯科医院で結果説明

があります。

健診当日に受診した

歯科医院で結果説明

があります。

こ
う
ご
う

こ
う
し
ん

こ
う
く
う

そ
し
ゃ
く

え
ん
げ

！ 申請書類は、本庁舎・各支所で配布する他、市HPからダウンロードできます→

新型コロナウイルス感染症
支援制度

香南市事業継続支援金（５・６・８・９月分）

香南市営業時間短縮要請協力金

　高知県から飲食店等に対して営業時間短縮要請等
が行われたことに伴い（令和３年５月26日～６月20日／
８月21日～９月26日）、事業活動に大きな影響を受け
た事業者に対して、市独自の支援金を給付します。

◆対象者：
市内に事業所等を置く法人・個人事業者等で、高知
県の営業時間短縮要請等の影響を直接・間接的に受
けて、高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金（５月
または６月／８月または９月）を受給しており、今後も
市内で事業を継続する意思がある方

◆給付額
■法人：上限20万円
■個人事業者：上限10万円
※令和３年５・６・８・９月のすべての月で要件を満た
　す場合、５・６月からいずれかの一月分、８・９月から
　いずれかの一月分を給付します

【計算方法】
①「前年（または前々年）同月の事業収入（売上）」－
　　「令和３年５月または６月の事業収入（売上）」
②「前年（または前々年）同月の事業収入（売上）」－
　　「令和３年８月または９月の事業収入（売上）」

　高知県から市内の飲食店等に対して令和３年８
月21日～９月３日まで営業時間の短縮要請が行わ
れました。この要請に応じて、営業時間の短縮等にご
協力いただいた市内の飲食店等の事業者に対して、
市独自の協力金を支給します。

◆支給額（定休日等は除く）
営業時間短縮要請に協力した日数×１万円

◆対象者：以下の全てを満たす事業者
①市内に営業時間短縮要請の対象施設を有している

②高知県営業時間短縮要請協力金を受給している

③営業時間短縮の要請を行った日以前から法令等で
　定める営業に必要な許可等を取得している

④今後も市内で事業を継続する意思がある

申請期間：令和３年９月27日（月）～令和３年12月24日（金）まで申請期間：令和３年９月27日（月）～令和３年12月24日（金）まで申請期間：令和３年９月27日（月）～令和３年12月24日（金）まで

香南BIGカーニバル「地元応援チケット」「子育て応援チケット」の
利用期間を延長します！
香南BIGカーニバル「地元応援チケット」「子育て応援チケット」の
利用期間を延長します！
香南BIGカーニバル「地元応援チケット」「子育て応援チケット」の
利用期間を延長します！

高知県

申請期間：令和３年９月27日（月）～令和４年１月14日（金）まで申請期間：令和３年９月27日（月）～令和４年１月14日（金）まで申請期間：令和３年９月27日（月）～令和４年１月14日（金）まで

変更後
令和３年８月１日（日）

令和４年１月31日（月）
〜

KO
NA
N

　令和３年８月27日～９月12日まで高知県に「まん延防止等
重点措置」が出されたことなどに伴い、香南BIGカーニバルの
利用期間を延長しました。

■商工観光課　☎50-3013

7２０２１.１０ 6 ２０２１.１０


